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クレーン特別教育講座
キャリア形成促進助成金対象
ご　　案　　内
講座のねらい
労働安全衛生法59条の規定により、事業者は、危険又は有害な業務で労働安全衛生規則第３６条で定める業務に就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならないとされています。本講座は、事業者に代わり、法で定める教育内容に添って実施するもので、吊り上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務ができるための、学科・実技等教育を行なう講座です。
下記の要領により行いますので、是非この機会に受講いただきますようご案内します。
内　容
１．受講対象　　　新人または未受講者
２．期　　　間　　　
	４－①
	４月２６日(火)～　４月２７日（水）
	都合の良い日程で申し込み下さい。

	９－①
	９月　３日(土)～　９月　４日（日）
	

	９－②
	９月２１日(水)～　９月２２日（木）
	

	12－①
	１２月１２日(月)～１２月１３日（火）
	

	３－①
	平成２４年

３月　３日(土)～　３月　４日（日）
	


３．時間　　　９：00～１7：00　《計１３Ｈ》
４．募集人員　　　８名
５．受講料　　　会員　１２,０００円　・　一般　１６,０００円（テキスト代含む）
　　　　　　　　　　　　　※　当日キャンセルの場合は、受講料の払戻しはできません。
６．講師　　　福垣内　竹　富　氏
７．持参品　　　筆記用具，印鑑（出席簿押印用）
８．修了証書　　　修了者には修了証を発行します。
９．会場　　　東広島地域職業訓練センター
10．申込方法　　　下記の申込書に必要事項を記入し、【申込先】宛に、郵送、

ＦＡＸ、電子メールで、または、ホームページからお申込みください。

定員になりましたら、受講通知書，受講料請求書を送付します。

	【申込先】東広島地域職業訓練センター　
〒739-0152　東広島市八本松町吉川5782-58　
TEL (082)429-0810  FAX (082)429-1806

メールアドレス　nintei@hvtc.com


カリキュラム
	１日目
	　　９：00 ～ １７：00

	時　間　帯
	科　　　　目
	内　　　　容
	時　間

	９：00～12：00
	学科

クレーンに関する知識
	種類及び形式・主要構造部分・作動装置・安全装置・ブレーキ機能・取扱い方法
	３時間

	13：00～16：00
	学科

原動機及び電気に関する知識
	電気に関する基礎知識・電動機・開閉器・コントローラ等電気を通じる機械器具・電路の点検及び補修・感電による危険性
	３時間

	16：00～17：00
	学科

クレーン運転のために必要な力学に関する知識
	力（合成・分解・つり合い及びモーメント）

重心・重量・荷重・速度及び加速度・ワイヤロープ・フック及び吊具の強さ・ワイヤーロープの掛け方と荷重との関係）
	１時間

	２日目
	　　９：00 ～ １６：00

	時　間　帯
	科　　　　目
	内　　　　容
	時　間

	９：00～10：00
	学科

クレーン運転のために必要な力学に関する知識
	力（合成・分解・つり合い及びモーメント）

重心・重量・荷重・速度及び加速度・ワイヤロープ・フック及び吊具の強さ・ワイヤーロープの掛け方と荷重との関係）
	１時間

	10：00～11：00
	関係法令
	労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・クレーン規則の関係条項
	１時間

	11：00～15：00
	実技

クレーンの運転
	重量の確認・荷の吊り上げ・定められた経路による運転・荷の卸し
	３時間

	15：00～16：00
	実技

クレーン運転のための合図
	合図方法
	１時間


＊ご記入いただいた情報は、この講座にかかわる業務に限り使用いたします。
                                  切り取り線

クレーン特別教育講座申込書
       所　在　地：〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       事業所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　　　　　　　
担当者名：　　　　　　　　　　（所属：   　            ）

※メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	希望
日程
	(フリガナ)

受講生氏名
	生年月日
	事業所の
雇用年月日
	雇用保険
被保険者番号
	担当職務

	－
	(              )
	S

H
	S

H
	
	

	
	
	(自宅)

	－
	(              )
	S

H
	S

H
	
	

	
	
	(自宅)

	－
	(              )
	S

H
	S

H
	
	

	
	
	(自宅)


· 特別教育修了証に，受講生の方の自宅の住所・又は勤務先の住所を記入するようになっております。

　　自宅の住所の記入を希望される場合は（自）の欄にご自宅の住所をご記入ください。

　　勤務先の場合は勤務先と記入してください。
�








